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子
ど
も
を
事
故
か
ら
守
ろ
う

　
小
、
中
学
校
は
七
月
二
十
日
か
ら
夏

休
み
に
入
り
ま
す
。

　
子
ど
も
に
と
っ
て
楽
し
い
夏
休
み
も

水
の
事
故
、
交
通
事
故
、
花
火
事
故
、

非
行
問
題
な
ど
と
、
お
と
な
に
と
っ
て

は
心
配
な
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

　
子
ど
も
を
事
故
か
ら
守
る
た
め
に
は

何
と
い
っ
て
も
お
と
な
が
〃
あ
の
子
も

こ
の
子
も
み
ん
な
の
子
〃
を
心
が
け
て

子
ど
も
を
優
し
く
見
守
る
こ
と
で
す
。

　
夏
休
み
を
迎
え
て
と
く
に
心
配
な
こ

と
は
、
水
の
事
故
で
す
。
宮
崎
県
内
で

昨
年
中
の
水
の
犠
牲
者
は
五
十
五
人
で

こ
と
し
は
六
月
二
十
五
日
現
在
で
二
十

一
人
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う

ち
小
学
生
以
下
が
七
人
、
中
学
生
が
一

人
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
幼
児
の
事
故
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

自
宅
付
近
の
小
川
や
用
水
路
な
ど
に
転

落
し
た
も
の
で
す
。
自
宅
付
近
の
用
水

路
な
ど
に
つ
い
て
安
全
を
点
検
し
、
危

険
か
所
に
は
防
護
き
く
を
取
り
つ
け
る

よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。

　
子
ど
も
た
ち
は
一
日
中
時
を
忘
れ
て

水
遊
び
に
た
わ
む
れ
ま
す
。
よ
そ
の
子

ど
も
も
、
わ
が
子
も
同
じ
、
危
険
な
行

為
を
み
か
け
た
ら
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
注
意
す
る
「
愛
の
ひ
と
声
」
を
か
け

て
あ
げ
ま
し
ょ
う
．
．
ま
た
、
子
ど
も
は

危
険
な
場
所
と
い
う
こ
と
よ
り
、
遊
び

が
先
に
な
り
ま
す
。
ふ
だ
ん
か
ら
危
険

な
場
所
で
は
遊
ば
な
い
よ
う
「
し
つ
け
」

教
育
も
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
．

　
さ
き
ご
ろ
、
お
母
さ
ん
が
人
工
呼
吸

法
を
身
に
つ
け
て
い
た
た
め
、
水
に
お

ぼ
れ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
を
聞
き
ま
し
た
。
い
ざ
と
い
う

時
の
た
め
、
人
工
呼
吸
法
が
で
き
る
よ

う
日
ご
ろ
か
ら
技
術
を
身
に
つ
け
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

第
三
日
曜
日
（
二
十
日
）
は
家
庭
の
日

レ

東
郷
小
学
校
の
プ
ー
ル
開
き
に
て
…
…
水
泳
の
前
に
は
必
ず

準
備
運
動
を
し
ま
し
よ
う
。
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九
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五

　
ア
オ
バ
ズ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
年
も
ち
ょ
う

ど
半
分
過
ぎ
ま
し
た
、
マ
ラ
ソ
ン
で

い
え
ば
折
り
返
し
地
点
を
く
る
つ
と

回
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

▽
東
郷
小
学
校
の
理
科
教
室
の
ヵ
べ

に
つ
く
ら
れ
た
ハ
ト
小
屋
の
中
で
、

ア
オ
バ
ズ
ク
が
ヒ
ナ
を
育
て
て
い
ま

す
。
夜
間
ホ
ー
ッ
、
ポ
ー
ッ
と
な
く

通
称
オ
ク
ボ
ド
リ
で
す
．
．
用
務
員
の

松
原
コ
ズ
エ
さ
ん
の
話
で
は
、
こ
と

し
で
三
年
目
に
な
る
と
の
こ
と
．
．

▽
ア
オ
バ
ズ
ク
は
フ
ク
ロ
ウ
科
に
属

し
、
フ
ク
ロ
ウ
類
の
中
で
最
も
普
通

の
種
類
で
す
。
昼
間
は
繁
っ
た
樹
木

の
上
で
休
み
、
夜
間
に
活
動
す
る
よ

う
で
す
。
雌
は
六
月
中
旬
に
箱
の
中

に
卵
を
産
み
、
今
さ
か
ん
に
そ
れ
を

だ
い
て
い
ま
す
。
雄
も
近
く
の
サ
ク

ラ
の
木
な
ど
か
ら
そ
の
よ
う
す
を
見

て
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
た
つ
と
ヒ
ナ

た
ち
も
大
き
く
な
っ
て
、
巣
だ
っ
て

い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
東
郷
小
の
子

ど
も
た
ち
も
、
今
静
か
に
そ
れ
を
期

待
し
て
、
見
守
っ
て
い
ま
す
。

摘
草
の
に
ほ
ひ
残
れ

る
ゆ
び
さ
き
を
あ
ら

ひ
て
居
れ
ば
野
に
月

の
出
づ
　
　
　
牧
水
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農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業

調
査
計
画
地
域
に
内
定
鋸
融

　
本
町
は
、
か
ね
て
よ
り
国
が
行
な
う
農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業
実
施

の
指
定
を
う
け
る
よ
う
、
農
林
省
に
申
請
中
で
し
た
が
、
こ
の
ほ
ど
、
昭

和
五
十
年
度
調
査
計
画
の
地
域
と
し
て
本
町
を
指
定
す
る
旨
の
内
報
を
う

け
ま
し
た
。
正
式
に
指
定
の
通
知
を
う
け
れ
ば
、
今
年
度
中
に
事
業
実
施

計
画
を
ま
と
め
、
こ
れ
に
従
っ
て
五
十
一
年
度
か
ら
五
十
四
年
度
ま
で
の

四
力
年
間
で
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
わ
が
国
経
済
の
過
度
の
成
長
は
、
農

山
村
地
域
で
人
口
の
急
激
な
減
少
を
も

た
ら
し
、
過
疎
問
題
、
人
口
の
老
齢
化
、

出
か
せ
ぎ
に
よ
る
地
域
社
会
の
活
力
低

下
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
社
会
的
歪
み
が

引
き
お
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

マイナス1点∠ノ

ヘルメツト着用義務違反

　
ま
た
、
農
村
に
お
け
る
道
路
、
ヒ
・

下
水
道
な
ど
の
生
活
環
境
は
、
従
来
か

ら
都
市
に
比
べ
い
ち
じ
る
し
く
立
ち
遅

れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
生
活
の
利

便
性
の
代
表
的
な
指
標
で
あ
る
市
町
村

道
の
舗
装
率
を
み
ま
す
と
、
大
都
市
で

は
約
四
一
％
に
対
し
て
、
農
村
（
町
村
）

で
は
わ
ず
か
一
二
％
（
本
町
は
一
五
％
）

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
農
村
で
も
消
費
生
活
の
伸
び

か
ら
生
活
の
都
市
化
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
家
庭
排
水

な
ど
に
よ
っ
て
農
業
用
水
の
悪
化
が
み

ら
れ
、
作
物
被
害
が
生
じ
る
な
ど
、
農

業
生
産
環
境
も
少
な
か
ら
ず
悪
化
の
傾

向
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
農
村
地
域
の
発
展
の

た
め
に
は
、
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
に

加
え
て
、
生
活
環
境
を
都
市
と
均
衡
の

　着用義務〃。このたび道路交通法施

行令の一部が改正され、7月1日から、

自動二輪車の運転者とその同乗者は乗

車用ヘルメットを着用しなければなら

なくなりました。処分の対象となるの

は、自動二輪の運転者が、時速40勧以

上の最高速度が定められている道路の

区間において、乗車用ヘルメットをか

ぶらないで自動二輪車を運転したり、

また乗車用ヘルメットをかぶらない者

を乗車させて自動二輪車を運転した場

合です。

　これらの違反をしたときには、違反

告知票が交付され、1回の違反で1点

の点数がつけられます。したがって、

この違反だけで3年間に6回違反を重

ねれば運転免許が停止になります。

　最近オートバイやバイクに乗ってい

る人の死亡事故がふえています。その

ほとんどが頭を強くうったことが原因

です。またヘルメットはかぶっていて

も、アゴヒモをつけていない運転者も

よく見かけます。

　誰のためでもありません。運転者の

みなさん！ノ自動二輪車を運転するとき

は必ずヘルメットをかぶって、自分の

生命を守るようにしてください。

と
れ
た
も
の
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

総
事
業
費
は
十
億
円

　
こ
の
よ
う
な
農
村
の
生
活
環
境
の
改

善
、
農
村
と
都
市
と
の
均
衡
の
と
れ
た

豊
か
で
住
み
よ
い
健
全
な
地
域
社
会
の

実
現
の
た
め
、
国
（
農
林
省
）
で
は
、

昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
農
村
総
合
整
備

モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
こ
の
モ
デ
ル
事
業
は
、
全
国
の
市
町

村
の
中
か
ら
、
農
村
総
合
整
備
計
画
を

た
て
た
市
町
村
で
、
モ
デ
ル
的
、
拠
点

的
な
四
百
地
区
に
つ
い
て
実
施
す
る
も

の
で
す
。

　
モ
デ
ル
事
業
の
一
地
区
あ
た
り
の
総

事
業
費
は
、
四
十
八
年
度
に
制
度
の
で

き
た
と
き
平
均
八
億
円
と
い
う
こ
と
で

決
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
諸
物
価

な
ど
経
費
の
上
昇
が
あ
り
ま
す
の
で
、

五
十
年
度
は
約
十
億
円
に
な
る
見
込
み

で
す
。生

活
環
境
も
整
備

　
こ
の
事
業
は
、
農
林
省
の
補
助
に
よ

っ
て
農
業
生
産
基
盤
の
数
備
と
あ
わ
せ

て
生
活
環
境
の
整
備
も
実
施
さ
れ
る
わ

け
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
具
体
的
に
示
す

と
次
の
と
お
り
で
す
。

　
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業

C
圃
場
整
備
」
目
農
用
地
の
区
画
整
理
な

ど
。
②
農
業
用
用
排
水
施
設
の
新
設
、

廃
止
ま
た
は
変
更
。
③
農
道
、
農
道
橋
、

索
道
な
ど
の
整
備
。

　
農
村
環
境
基
盤
整
備
事
業

①
農
業
集
落
道
の
整
備
。
②
農
業
集
落

排
水
施
設
整
備
。
③
営
農
飲
雑
用
水
施

設
整
備
。
④
用
地
の
整
備
、
⑤
集
落
防

災
安
全
施
設
整
備
－
・
防
風
林
な
ど
。

　
農
村
環
境
施
設
整
備
事
業

④
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
の
整
備
。

②
農
業
集
落
環
境
管
理
施
設
の
整
備
曽

農
産
廃
棄
物
な
ど
の
処
理
再
利
用
施
設

な
ど
の
整
備
。

町
民
の
声
を

計
画
に
反
映

　
こ
れ
ら
の
事
業
の
う
ち
、
農
業
生
産

基
盤
整
備
事
業
は
、
従
来
か
ら
補
助
事

業
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
事
業
で
す

が
、
農
村
環
境
基
盤
や
農
村
環
境
施
設

の
整
備
事
業
は
、
こ
ん
ど
初
め
て
本
格

的
に
補
助
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
も
の

で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
事
業
が
補

助
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
す
べ
て
実
施

す
る
必
要
は
な
く
、
本
町
の
実
情
に
応

じ
必
要
と
す
る
も
の
を
実
施
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
本
町
で
計
画
す
る
事
業
の
一
つ
一
つ

に
つ
い
て
は
、
正
式
に
指
定
さ
れ
た
あ

と
、
各
区
ご
と
に
事
業
の
説
明
会
を
ひ

ら
き
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の
声
を
も
と

に
事
業
計
画
を
つ
く
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。
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選
ぼ
う
農
業
者
の
代
表

匙
懸
7
月
1
5
日
が
投
票
日

　
七
月
十
九
日
に
任
期
満
了
と
な
る
東

郷
町
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
が
行
な

わ
れ
ま
す
。
全
国
の
関
係
市
町
村
が
、

い
っ
せ
い
に
行
な
う
統
一
選
挙
で
、
日

程
は
七
月
八
日
に
選
挙
期
日
の
告
示
、

そ
し
て
、
立
候
補
届
け
出
の
受
付
け
が

灘
ゑ
一

網％贈灘鷺署
1戦謹i鷲

は
じ
ま
り
、
七
月
九
日
に
は
立
候
補
届

け
出
の
し
め
き
り
。
七
月
十
五
日
が
選

挙
の
投
票
日
と
な
り
ま
す
。

農
業
者
の
利
益
代
表

　
町
の
農
業
委
員
の
定
数
は
十
七
人
。

こ
の
内
訳
は
、
直
接
農
業
者
か
ら
選
挙

さ
れ
る
委
員
十
二
人
を
は
じ
め
、
農
業

協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
町
議
会

が
推
せ
ん
し
町
長
が
選
任
す
る
委
員
五

人
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　
選
挙
に
よ
る
十
二
人
は
、
こ
の
た
び

の
一
般
選
挙
で
選
ば
れ
る
わ
け
で
す
。

　
農
業
委
員
会
委
員
は
、
農
業
者
の
利

益
代
表
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の

希
望
や
意
見
を
行
政
に
反
映
す
る
し
ご

と
を
し
て
い
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
農
地
の
利
用
関
係
の
調

整
お
よ
び
農
地
関
係
資
金
の
貸
付
け
審

査
、
農
地
の
転
用
・
移
動
申
請
の
審
査
、

農
業
者
の
就
業
構
造
改
善
の
指
導
な
ど

で
す
。
と
く
に
、
日
常
の
相
談
活
動
を

通
じ
て
経
営
の
合
理
化
を
推
し
す
す
め

た
り
、
農
業
振
興
計
画
の
樹
立
、
さ
ら

に
は
農
業
政
策
に
つ
い
て
町
長
か
ら
の

諮
閤
に
答
申
す
る
な
ど
、
ま
さ
に
農
業

者
の
声
を
政
治
に
反
映
す
る
の
が
任
務

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
農
業
労
働
力
、
農
用
地
の
他
産
業
へ

の
移
動
、
農
家
の
兼
業
化
が
急
激
に
進

行
す
る
一
方
、
米
価
の
問
題
、
農
業
者

年
金
制
度
な
ど
多
く
の
問
題
を
か
か
え

て
い
る
農
業
だ
け
に
、
農
業
委
員
会
委

員
に
期
待
す
る
点
も
大
き
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。委

員
の
任
期
は
三
年

　
と
こ
ろ
で
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙

に
投
票
す
る
こ
と
の
で
き
る
有
権
者
は

満
二
十
歳
以
上
で
、
一
〇
ノ
以
上
の
農

地
を
耕
作
し
て
い
る
経
営
主
と
、
そ
の

家
族
で
年
間
を
通
じ
て
六
十
日
以
上
耕

作
に
従
事
し
て
い
る
人
で
す
。

　
ど
の
選
挙
に
お
い
て
も
そ
う
で
す
が

選
挙
権
が
あ
っ
て
も
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
な
い
人
は
投
票
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
で
使
用
す
る

選
挙
人
名
簿
は
一
月
一
日
現
在
で
農
業

者
か
ら
申
請
さ
れ
た
も
の
を
農
業
委
員

会
で
審
査
し
て
、
三
月
三
十
一
日
に
確

定
し
た
も
の
で
す
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
男
千
三
百
二
十
一

人
、
女
千
三
百
九
十
四
人
、
合
計
二
千

七
百
十
五
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
町
有
権
者
の

お
よ
そ
五
五
％
に
あ
た
る
有
権
者
を
し

め
る
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
は
、
わ

が
国
の
農
政
と
、
わ
た
し
た
ち
農
業
者

の
今
後
の
生
活
を
大
き
く
左
右
す
る
選

挙
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
選
挙
は
、
町
議
会
議
員
の
選
挙

に
準
じ
て
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
三
年
間
の
任
期
を
、
公
正

な
見
識
と
強
い
行
動
力
を
も
っ
て
取
り

く
む
人
を
選
び
出
し
た
い
も
の
で
す
。

r
．
●
。
・
　
　

　
・
，
●
．
，
、
．
㌔
●
、
、
●
…
監
f
3
．
○
’
ノ
●
．
●
．
」
、
㌧
．
．
、
、
●

。oきAノ㌦。9∫り曜．．，り、，9．．、～，の、ハ’、．・・ノ」・．●・」～・r．へ、・。●．●｝り．．r．戸ノ9．。》｝㌦～、○噂．八A，「

　
お
母
さ
ん
た
ち
の
交
通
安
全
知
識

に
挑
戦
し
ま
す
。
求
問
一
点
で
、
十

点
満
点
な
ら
文
句
な
し
。
七
～
九
点

な
ら
合
格
で
す
。
四
～
六
点
は
黄
信

号
、
三
点
以
下
な
ら
〃
ウ
ッ
ヵ
リ
マ

マ
〃
。
た
め
息
の
あ
と
で
反
省
を
。

①
交
通
三
悪
を
知
っ
て
ま

　
す
か
。

②
　
服
装
で
目
立
つ
色
は

　
若
色
で
し
よ
う
。

③
幼
児
を
つ
れ
て
道
路

　
を
歩
く
と
き
は
手
を
つ

　
な
ぎ
た
い
も
の
。
さ
て

　
幼
児
の
ど
ち
ら
の
手
を

　
握
り
ま
す
か
。

④
子
ど
も
の
事
故
は
、

あなたは何点？

　
家
庭
の
近
く
よ
り
通
園
・
通
学
の

　
途
中
に
多
い
と
思
い
ま
す
か
。

⑤
子
ど
も
が
登
下
校
中
に
事
故
に

　
あ
わ
な
い
よ
う
に
設
け
て
あ
る
交

　
通
規
制
区
域
を
何
と
い
い
ま
す

　
か
。

　
　
．
：
㌧
ζ
。
．
㌔
f
’
●
。
；
ノ
，
㌧
．
．
，
、
：
・
．
、
も
・
＝

⑥
信
号
機
と
警
察
官
の
手
信
号
が
い

　
別
の
と
き
、
ど
ち
ら
に
従
い
ま
す
㍗

　
か
。

⑦
日
本
国
内
で
「
人
は
左
、
車
は

　
右
」
の
県
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
で

　
し
ょ
う
。

　
　
　
⑧
横
断
歩
道
の
手
前
で
信

　
　
　
　
号
が
黄
色
に
変
っ
た
ら
、

ト
　
　
　
立
ち
止
っ
て
青
に
な
る
ま

ス　
　
　
　
で
待
ち
ま
す
か
。

テ識
　
⑨
昨
年
の
東
郷
町
の
交
通

蜘
　
事
故
死
妄
は
何
人
だ
・

安
　
　
　
た
で
し
ょ
う
。

通　
　
　
④
時
速
四
十
キ
ロ
の
車

交　
　
　
　
は
、
運
転
者
が
危
険
を
感

　
　
　
　
じ
て
か
ら
ブ
レ
ー
キ
を
踏

　
み
、
車
が
停
止
す
る
ま
で
お
よ
そ

　
何
溜
走
る
で
し
ょ
う
か
。

（
答
え
は
五
ペ
ー
ジ
）

の、

f
：
ち
ノ
2
・
．
亀
・
，
、
；
3
．
、
、
．
・
の
，
し
f
，
．
・
．
’
ノ
・
，
・
・
2
，
・
。
．
・
、
、
．
・
9
．
㌧
ζ
．
．
．
．
f
，
．
．
．
．
，
，
．
9
．
・
，
、
、
．
，
．
、
㍉
．
く

選
挙
の
説
明
会

　
町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
農
業
委

員
会
委
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
を
対

象
に
立
候
補
手
続
き
な
ど
の
説
明
会
を

開
き
ま
す
。

▼
日
時
　
七
月
五
日
午
前
十
時
か
ら

▼
場
所
　
役
場
の
講
堂

助
役
に
笙
瀬
さ
ん

収
入
役
に
甲
斐
さ
ん

六
月
町
議
会
で
選
任
さ
れ
る

六
月
二
十
六
日
か
ら
ひ
ら
か
れ
た
町

1・9．Aハ○㌔’♂●．●vv・層◎、、◆㌔．、へ．’。4＞’9．9㌔ノげ・●’りV㌔◎「㌧へ・’・・の’・．．●’♂●9●●》、

議
会
定
例
会
で
、
空
席
の
助
役
と
収
入

役
の
選
任
が
町
長
か
ら
提
案
さ
れ
、
新

し
い
助
役
に
茎
瀬
春
美
さ
ん
（
5
9
）
、

収
入
役
に
は
甲
斐
誌
朗
さ
ん
（
5
0
）
が

そ
れ
ぞ
れ
き
ま
り
ま
し
た
。

　
峯
瀬
助
役
は
、
昭
和
十
八
年
東
郷
村

役
場
に
入
り
、
三
十
四
年
国
民
健
康
保

険
課
長
、
三
十
四
年
税
務
課
長
、
三
十

七
年
住
民
課
長
、
四
十
二
年
か
ら
収
入

役
一
期
を
つ
と
め
た
ベ
テ
ラ
ン
で
す
。

　
甲
斐
収
入
役
は
、
昭
和
二
十
六
年
か

ら
農
林
省
宮
崎
食
糧
常
務
所
に
勤
務
、

四
十
九
年
六
月
業
務
管
理
官
を
最
後
に

退
官
さ
れ
ま
し
た
。
本
町
仲
深
出
身
。
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8
月
2
7
日
．
老
人
福
祉
館
で

戦
没
者
遺
族
な
ど
の
移
動
相
談
．

　
戦
没
者
の
遣
族
・
戦
傷
病
者
お
よ
び

旧
軍
人
・
軍
属
な
ど
の
み
な
さ
ん
を
対

象
に
、
恩
給
・
扶
助
料
・
年
金
な
ど
に

つ
い
て
の
移
動
相
談
が
開
か
れ
ま
す
。

　．

c
．
．
…
…
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
…
　
旧
軍
属
・
軍

　
戦
没
者
の
遺
族
　
…
属
ま
た
は
準
軍

　
　
　
　
　
　
　
．
…
属
（
動
員
学
徒
、

徴
用
工
な
ど
）
と
し
て
の
勤
務
に
関
連

し
て
死
亡
へ
家
に
帰
っ
て
死
亡
し
た
場

合
も
含
む
）
さ
れ
た
方
の
遺
族
に
は
、

公
務
扶
助
料
・
遺
族
年
金
・
遺
族
給
与

金
。
弔
慰
金
・
遺
族
一
時
金
お
よ
び
戦

没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
・

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付

金
な
ど
の
支
給
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
の
戦
没

者
の
遺
族
で
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日

現
在
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
。
遺

族
給
与
金
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
遺
族
が

い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
遣
族
（
戦
没

者
の
妻
・
子
・
父
母
・
孫
・
祖
父
母
ま

た
は
兄
弟
姉
妹
な
ど
の
先
順
位
者
）
に

昭
和
五
十
年
十
月
か
ら
特
別
弔
慰
金

（
二
十
万
円
の
国
庫
債
券
）
が
支
給
さ

．
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
こ

れ
は
三
万
円
の
特
別
弔
慰
金
を
受
け
て

い
る
方
に
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

…
　
．
　
　
　
．
．
、
　
旧
軍
人
・
軍
属
ま

　
戦
傷
病
者
　
…
た
は
準
軍
属
と
し
て

　
　
　
…
．
…
．
．
．
．
の
勤
務
に
関
連
し
て

受
傷
・
発
病
し
、
そ
の
障
害
が
残
っ
て

い
る
方
に
は
傷
病
恩
給
・
障
害
年
金
の

支
給
、
国
鉄
乗
車
券
引
換
証
の
交
付
、

療
養
給
付
な
ど
の
制
度
が
あ
っ
て
、
毎

年
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
ゆ

▼
戦
傷
病
者
の
妻
に
も
特
別
給
付
金
の

支
給
制
度
が
あ
り
ま
す
。

…．

D
．
－
－
＝
．
．
，
．
，
．
．
　
　
．
，
…
　
旧
軍
人
と
し

…
旧
軍
人
・
軍
属
　
…
て
引
続
き
三
年

…
…
…
…
．
…
…
．
唱
．
…
…
…
以
上
七
年
禾
満

の
実
在
職
年
が
あ
っ
て
、
加
算
年
を
加

え
て
も
普
通
恩
給
年
限
に
達
し
な
い
方

に
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
か
ら
す
べ
て

一
時
恩
給
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
た
だ
し
、
既
に
一
時
恩
給
を

受
け
た
方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
六
十
五
歳
以
上
の
方
と
傷
病
者
の
恩

給
・
扶
助
料
や
妻
や
子
の
場
合
の
扶
助

料
は
、
実
在
職
年
に
加
算
年
を
合
算
し
・

た
年
数
の
恩
給
や
扶
助
料
の
年
額
に
改

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ

し
、
勤
務
年
数
に
よ
っ
て
は
改
定
効
果

の
な
い
方
も
あ
り
ま
す
。

▼
元
外
国
政
府
職
員
、
外
国
特
殊
法
人

へ
満
鉄
・
華
北
交
通
な
ど
）
、
外
国
特

殊
機
関
（
協
和
会
、
公
社
な
ど
）
の
職

員
（
雇
員
、
準
職
員
は
含
ま
な
い
）
と

し
て
の
在
職
期
間
は
、
一
定
の
条
件
の

も
と
に
軍
人
恩
給
の
在
職
期
間
に
通
算

さ
れ
ま
す
。

▼
各
種
共
済
年
金
に
旧
軍
人
・
軍
属
の

在
職
年
数
を
通
算
す
る
た
め
に
は
軍
歴

証
明
が
必
要
で
す
。
年
歴
証
明
を
受
け

る
場
合
は
、
履
歴
申
立
書
と
軍
歴
を
立

証
で
き
る
資
料
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　
，
．
，
…
…
，
．
…
．
，
、
，
，
．
，
．
．
」
　
終
戦
後
、

…
未
帰
蓮
者
の
家
抜
　
…
外
地
か
ら
ま

…
…
…
．
．
…
．
：
、
…
…
だ
帰
還
し
て

い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
内
地
の
家
族

か
ら
届
出
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。▼

終
戦
前
か
ら
中
国
に
居
住
し
て
い
る

日
本
婦
人
で
、
墓
参
な
ど
の
た
め
に
終

戦
後
は
じ
め
て
一
時
帰
国
さ
れ
る
方
は

往
復
の
旅
費
の
支
給
が
う
け
ら
れ
ま

す
。

…．

D
．
　
…
＝
．
．
…
　
以
上
の
こ
と
に
つ

一
移
動
相
談
　
　
い
て
、
宮
崎
県
援
護

…
「
　
…
．
．
…
課
で
つ
ぎ
の
と
お
り

移
動
相
談
を
行
な
い
ま
す
の
で
、
相
談

の
あ
る
方
は
お
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
　
8
月
2
7
日
、
午
前
9
時
5
0
分

野
　
　
　
か
ら
午
後
3
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
町
老
人
福
祉
館

交
通
安
全
知
識

テ
ス
ト
の
答
え

①
飯
酒
運
転
、
ス
ピ
ー
ド
違
反
、
無
免

許
運
転
。
②
黄
色
や
オ
レ
ン
ジ
色
。

③
左
手
を
握
り
、
車
か
ら
幼
児
を
守
っ

て
く
だ
さ
い
。
④
ち
が
い
ま
す
。
登
園

登
校
中
の
事
故
よ
り
、
大
部
分
が
家
庭

の
近
く
で
起
き
て
い
ま
す
。
⑤
ス
ク
ー

ル
ゾ
ー
ン
。
⑥
警
察
官
の
指
示
に
従
い

ま
す
。
⑦
沖
縄
県
。
⑧
そ
の
よ
う
に
し

て
く
だ
き
い
。
⑨
一
人
。
⑩
十
八
層
。
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　体協だより
　　　’ノノ’，，，”ノ，，ノ，’ノ’ノ’ゐ

三浦会長を再選

　5月29日に町体協の評議員会が開催

され、昭和50年度の事業計画と予算の

審議がなされました。また、役員の改

選があり、会長に三浦治郎吉さん（再

選）、副会長に助役、教育長とするこ

とが決定しました。

　現在まで体協に加盟しているスポー

ツ団体は、野球・ソフト、柔道、庭球

山岳、弓道、相撲部の6団体でした

が、新らたに卓球部の加盟が認めら

れました。ほかにサッカー、バレーボ

ールと部結成の準備が進められており

スポーツ人口も増えています。

　昨年東郷小学校区にママさんバレー

が結成され、毎週土曜日に練習が行な

われています。田原先生をはじめ先生

方が交代で指導にあたり、競技技術も

かなり上達しています。練習の合間に

は世間話しも交じえ、子どものしつけ

教育にも話しが進み、楽しみながら練

習に参加しています。

　他の校区でも同好グループの結成を

望みます。結成についての問い合せば

町教委社会教育係までお電話くださ

し、G　　　電言舌5657

青年バレーボール大会

　青年のバレーボール大会が6月1日

に中央公民館で開催され、坪谷と寺迫

のOB組を含めて12チームの出場があ

り、4パートに分れて熱戦がくり広げ

られました。

　OBの中には60歳を過ぎた方も加わ

り、若者に負けじと頑張っていまし
た。大会終了後、8月3日半行なわれ

る郡大会に出場する選手の選考が行な

われ、6月は火、木曜、7月が火、木

上に優勝を目ざして練習が行なわれて
います。成績は次のとおりです。

　優勝＝寺迫（2年連続）

　2位＝福瀬。3位＝坪谷B

弓道部だより

　このほど行なわれた全日本弓道連盟

の昇段級審査で、本町弓道部員が次の

とおり合格しました。

　初段＝吉野幸夫（小野田，小林理教

（福瀬）▲1級＝佐藤正美（小野田）

黒木勝（追野内）山田典生（坪谷）黒

田清一（田野）▲2級；菊池敏光（鶴
野内）

．炬4噛　　篭
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松の緑を守るために

ヘリコプターで空中防除

郷倉報町5

0

　
五
月
十
七
日
と
三
十
一
日
の
二
日
、

町
内
の
町
有
林
四
十
三
診
を
含
む
九
十

三
診
の
松
林
で
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ

る
マ
ツ
ク
イ
ム
シ
の
空
中
防
除
が
初
め

て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
町
が
県
の
委
託
を
受
け
て

二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
広
が
っ
て
い
る
マ

ツ
ク
イ
ム
シ
の
被
害
を
く
い
と
め
る
た

め
、
材
線
虫
の
媒
介
を
す
る
マ
ダ
ラ
カ

ミ
キ
リ
を
退
治
し
た
も
の
で
す
。
使
用

し
た
葉
剤
は
低
毒
性
の
た
め
人
畜
に
直

接
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
び
行
な
わ
れ
た
の
は
全
体
の

松
林
の
約
一
〇
％
ほ
ど
し
か
な
く
、
県

で
は
今
後
も
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
使
っ
て

の
薬
剤
予
防
を
つ
づ
け
、
松
林
を
マ
ツ

ク
イ
ム
シ
の
被
害
か
ら
守
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

お
と
し
よ
り
た
ち
が

サ
ツ
キ
の
さ
し
木
講
習
会

　
六
月
九
日
に
町
老
人
福
祉
館
で
、
老

人
ク
ラ
ブ
の
盆
栽
愛
好
ク
ラ
ブ
（
田
村

平
吉
会
長
、
会
員
四
十
六
人
㌧
が
サ
ツ

キ
の
き
し
木
技
術
講
習
会
を
ひ
ら
き
ま

し
た
．
、
参
加
し
た
会
員
二
十
人
は
、
福

祉
館
の
庭
に
植
え
て
あ
る
サ
ツ
キ
の
せ

ん
冒
し
た
枝
で
、
富
山
貞
夫
農
林
課
長

の
指
導
を
う
け
な
が
ら
、
一
本
一
本
て

い
ね
い
に
穂
木
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　
さ
っ
そ
く
、
福
祉
館
の
裏
庭
に
用
意

し
て
あ
っ
た
苗
木
に
芽
ぎ
し
ま
し
た
。

　
こ
の
盆
栽
ク
ラ
ブ
は
、
趣
味
を
通
じ

て
生
き
が
い
の
あ
る
老
後
を
送
ろ
う
と

盆
栽
好
き
の
お
と
し
よ
り
た
ち
が
集
っ

て
、
こ
と
し
三
月
に
結
成
さ
れ
た
も
の

で
す
。
さ
し
木
に
よ
っ
て
で
き
た
苗
は

町
内
の
学
校
や
福
祉
施
設
な
ど
に
贈
ろ

う
と
会
員
た
ち
は
張
切
っ
て
い
ま
す
。

　
郷
土
の
あ
ゆ
み
（
3
1
）

　
　
　
　
　
　
　
塩
月
儀

十
三
、
昭
和
時
代
④

　灘

市

　
　
本
町
は
増
産
計
画
に
呼
応
し
て
、

　
昭
和
十
六
年
に
農
地
開
こ
ん
助
成
を

　
受
け
て
、
水
田
三
十
九
診
、
畑
十
三

　
鴛
の
開
こ
ん
を
行
な
い
、
食
糧
増
産

）
に
は
相
当
の
成
績
を
あ
げ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
十
八
年
か
ら
は
生
産

　
が
急
速
に
低
下
し
て
、
昭
和
二
十
年

　
は
台
風
の
被
害
も
加
わ
っ
て
、
県
の

）
産
米
高
わ
ず
か
に
三
十
七
万
石
と
い

　
う
惨
状
を
呈
し
ま
し
た
。
本
県
の
産

　
米
高
は
昭
和
十
七
年
ま
で
は
毎
年
九

　
十
五
万
石
以
上
で
し
た
。

　
　
農
村
の
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め

　
に
共
同
作
業
、
共
同
炊
事
、
共
同
託

　
児
所
、
農
村
婦
人
の
馬
耕
伝
習
な
ど

　
が
奨
励
さ
れ
、
ま
た
一
方
で
は
国
民

　
学
校
の
上
級
生
以
上
の
生
徒
は
田
植

　
稲
刈
、
麦
刈
な
ど
に
出
動
し
て
、
労

　
力
の
不
足
を
補
い
ま
し
た
。

　
　
ガ
ソ
リ
ン
が
極
度
に
不
足
し
て
そ

　
の
代
用
と
し
て
木
炭
ガ
ス
が
使
用
さ

　
れ
ま
し
た
．
．
そ
の
た
め
木
炭
の
増
産

　
に
迫
ら
れ
、
木
炭
生
産
者
に
対
し
て

　
は
、
地
下
足
袋
や
焼
ち
ゅ
う
な
ど
を

　
特
配
し
て
、
生
産
の
確
保
に
つ
と
め

　
ま
し
た
。

　
　
戦
争
末
期
に
は
飛
行
機
、
そ
の
他

　
軍
用
燃
料
に
供
す
る
た
め
に
「
松
根

　
油
」
が
生
産
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
支
那
事
変
ぼ
っ
発
と
と
も
に
統
制

一

～
一
賦
．

経
済
も
強
化
さ
れ
ま
し
た
．
一
第
一
段

階
と
し
て
農
林
水
産
物
に
重
点
が
お

か
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

　
こ
の
年
統
制
き
れ
た
も
の
は
米
、
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畢

小
麦
、
菜
種
、
そ
ば
、
蚕
種
、
繭
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畢

き
ゅ
う
り
、
え
ん
ど
う
、
す
い
か
、
　
r

か
ん
し
ょ
、
里
芋
な
ど
二
十
七
種
に

の
ぼ
り
ま
し
た
．
．

　
昭
和
十
四
年
に
は
米
穀
が
国
家
管

理
と
な
り
、
翌
十
五
年
に
は
米
の
ほ
〔

か
砂
糖
な
ど
十
五
品
目
が
切
符
配
給

制
と
な
り
、
十
六
年
に
は
、
酒
、
自

転
車
、
タ
イ
ヤ
、
チ
ュ
ー
ブ
、
食

油
、
石
油
が
、
十
七
年
に
は
塩
、
み

そ
、
衣
料
品
が
切
符
制
と
な
り
ま
し

た
。　

昭
和
十
八
年
七
月
の
米
の
配
給
量

は
四
歳
ま
で
一
日
百
四
十
四
㏄
、
十

歳
ま
で
二
百
三
十
砿
、
十
四
歳
ま
で

三
百
六
十
㏄
、
十
五
歳
か
ら
六
十
歳

の
労
働
者
男
五
百
四
㏄
、
女
四
百
三

十
二
㏄
、
非
労
働
者
三
百
六
十
砿
、

六
十
歳
以
上
の
労
働
者
男
四
百
六
十

㏄
、
女
三
百
八
十
九
㏄
、
非
労
働
者

三
百
十
七
㏄
、
塩
は
一
ヵ
月
一
人
二

百
グ
ラ
ム
、
み
そ
三
百
七
十
グ
ラ
ム

で
し
た
。

　
統
制
経
済
の
実
践
団
体
と
し
て
全

国
的
に
組
織
さ
れ
た
の
が
隣
組
制
度

と
そ
の
常
会
で
す
。
本
町
に
お
い
て

も
昭
和
十
五
年
末
に
組
織
さ
れ
、
隣

保
相
助
、
公
債
の
消
化
を
は
じ
め
回

覧
板
に
よ
っ
て
「
上
意
下
達
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
戦
争
末
期
に
は
常

会
は
全
く
配
給
機
構
と
化
し
ま
し
た
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お知らせ

j
－

狩
猟
者
の
講
習
会

　
狩
猟
者
の
講
習
会
が
次
の
と
お
り
開

か
れ
ま
す
の
で
、
希
望
者
は
都
合
の
よ

い
日
に
受
講
し
て
く
だ
き
い
、

〔
経
験
者
〕

▽
期
日
と
場
所
・
8
月
1
2
日
1
1
南
郷
村

　
　
　
　
中
央
公
氏
館
・
8
月
1
3
日
躍

　
　
　
　
東
郷
町
中
央
公
旧
館
・
8
月

　
　
　
　
1
8
皿
1
1
日
向
警
察
署
講
堂

▽
時
間
　
い
ず
れ
も
午
前
9
時
か
ら

▽
受
講
料
　
四
百
日

置
初
心
者
〕

▽
期
日
と
場
所
・
8
月
2
8
～
2
9
日
腎
西

　
　
　
　
郷
村
ニ
ュ
ー
ホ
ー
プ
セ
ン
タ

　
　
　
　
一
・
8
月
3
0
～
3
1
日
1
1
日
向

　
　
　
　
警
察
署
講
堂

▽
時
間
　
い
ず
れ
も
午
前
9
時
か
ら

▽
受
講
料
　
甲
種
一
七
百
円
、
乙
種
お

　
　
　
　
よ
び
丙
種
干
百
円

〔
受
講
手
続
き
〕

　
狩
猟
者
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
入

は
申
込
用
紙
に
手
数
料
（
宮
崎
県
収
入

証
紙
）
お
よ
び
最
近
六
ヵ
月
以
内
に
撮

影
し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
、
ラ
イ

カ
判
の
写
真
を
一
枚
添
え
て
、
講
習
会

の
期
日
十
日
前
ま
で
に
東
臼
杵
農
林
振

興
局
工
務
課
へ
延
岡
市
愛
宕
町
二
）
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
．
、

　
申
込
用
紙
は
町
猟
友
．
会
（
小
野
田
の

小
林
喜
三
さ
ん
）
か
東
臼
杵
農
林
振
興

局
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
未
支
給
の
年
金

　
年
金
を
う
け
て
い
る
人
が
亡
く
な
っ

た
ば
あ
い
、
そ
の
人
が
う
け
と
る
は
ず

で
あ
っ
た
年
金
は
、
遺
族
が
う
け
ら
れ

ま
す
。
年
金
を
う
け
て
い
る
人
が
死
亡

し
た
と
き
、
そ
の
人
に
支
払
わ
れ
る
は

ず
の
年
金
が
残
っ
て
い
た
り
し
た
と
き

は
、
そ
の
人
の
遺
族
に
、
未
払
い
の
年

金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
未
支
給

年
金
と
い
い
ま
す
。

　
未
支
給
年
金
を
う
け
ら
れ
る
遺
族

は
、
故
人
と
い
っ
し
ょ
に
生
活
し
て
い

た
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母

ま
た
は
兄
弟
姉
妹
で
す
。
未
支
給
年
金

を
う
け
ら
れ
る
順
序
も
こ
の
と
お
り
。

　
手
続
き
は
、
　
「
国
民
年
金
未
支
給
年

金
支
給
請
求
書
」
に
、
死
亡
し
た
人
の

年
金
証
書
、
戸
籍
謄
本
、
住
民
票
の
写

し
な
ど
を
そ
え
て
、
役
場
の
福
祉
係
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
．
、

老
人
健
康
診
査

　
昭
和
五
十
年
度
の
老
人
健
康
診
査
が

次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
．
、

　
期
日
と
場
所
　
7
月
2
日
・
小
野
田

・
老
人
福
祉
舘
、
▽
7
月
3
日
・
鶴
野

内
一
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
、
▽
7
月
2
2

日
・
迫
野
内
、
八
重
原
一
・
追
野
内
公
民

舘
、
▽
7
月
2
4
日
・
越
表
、
下
渡
川
：
・

児
洗
集
会
所
。

今
月
の
納
税

固
定
資
産
税
　
　
二
期

　
　
納
期
　
七
月
三
十
一
日

　
受
付
　
午
前
9
時
よ
り

　
携
行
品
　
老
人
健
康
手
帳
、
便
（
親

指
大
の
も
の
を
マ
ッ
チ
箱
に
入
れ
る
）

社
会
福
祉
協
議
会
の
役
員

　
東
郷
町
社
会
福
祉
協
議
4
，
ム
の
新
し
い

役
員
が
き
ま
り
ま
し
た
。

　
任
期
は
二
年
目
、
昭
和
五
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
．
．

　
理
事
長
一
木
村
誠
へ
町
長
）
、
▼
理

事
一
黒
木
利
男
（
町
議
会
議
長
）
高
森

文
夫
（
教
育
長
）
黒
木
勝
（
住
民
課
長
）

日
高
郡
司
（
学
識
経
験
者
）
黒
木
利
夫

（
同
）
▼
監
事
一
中
野
辰
己
（
民
生
委

員
総
務
）
松
浦
義
十
（
区
長
会
長
）

1＿II＿人口＿＿II」

　　50年6月1日現在　　1

　　　（　　）は対前月比　　　　≡

　　男　　3．403人　i

　　　　　　（一13）　≡
　　女3，619人≡
　　　　　　（一13）　≡
総　数　　7，022人　1

　　　　　　（一26）　≡
世帯数　　1，808世帯i

　　　　　　（一6）≡
塵ll：開IIII躍1μIl闘Il」lIll■IIIII［ll鱒1匹Illl巳Olo8015■Ol「髄IIl】

＝
ニ
一
＝
ニ
＝
＝
＝
一
＝
：
■
一
一
＝
：
一
一
騨
＝
：
冒
一
：
一
：
＝
一
一
：
：
ニ
ニ
：
一
冒
一
一
，
「

土
地
開
発
公
社
の
役
員

　
東
郷
町
土
地
開
発
公
社
の
新
し
い
役

員
が
次
の
と
お
り
任
命
さ
れ
ま
し
た
．
．

任
期
は
昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
二
日

ま
で
の
ニ
カ
年
で
す
。

〔
理
事
〕
　
木
村
誠
（
町
長
）
、
黒
木

利
男
（
町
議
会
議
長
）
、
木
村
映
一
（
総

務
課
長
）
、
東
村
吉
市
へ
企
画
開
発
課

長
）
、
富
山
貞
夫
（
農
林
課
長
）
、

寺
原
寿
夫
（
建
設
課
長
）
。

〔
監
事
〕
　
藤
崎
今
朝
男
（
町
監
査
委

員
）
、
佐
藤
真
幸
へ
日
向
農
業
協
同
組

合
東
郷
支
店
長
）
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　　

@
刈
香
典
返
し
に
か
え
て
甥

　
坪
　
谷
の
吉
田
敏
春
さ
ん
か
ら
　
　
へ
親
　
善
さ
ん
・
3
1
歳
こ
死
去
）

　
迫
野
内
の
浜
地
　
実
さ
ん
か
ら
　
　
ヘ
ケ
サ
ノ
さ
ん
・
5
5
歳
ご
死
去
）

　
こ
の
二
件
は
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
業
資
金
へ
こ
寄
贈
い
た
だ
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
．
．

膿
懸
欝
懇

　
　
　
　
　
五
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

…
．
赤
ち
ゃ
ん
0
名

皿．

@
　
　
　
　
　
．
－
．
．

一
山
の
名
「
部
3
落
一

中森那黒黒海

村西須木木野

可塑礼陽博靖
代

子一史一利幸
先　文腋富幸’
　實
男　美憲男育
八福小寺寺小
重　野　　野
原瀬田迫迫田

結
婚
お
め
で
と
う

吉山　柏那直川　甲寺　後黒　夏宮　原水
氏
．

井本　田須　野越　斐田　藤木　田田　田本

る憲　ツ房　敬重　喜　　敏佐　イ幸　絹

　　　ヤ　　　　美　　　　　ソ　　　　法

り昭　子男　子義　子勇　子吉　子男　子勇

鹿寺
児
島迫

日仲坪福日羽高羽北鶴鶴京部
骸谷瀬職蔽舗驚落

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

大浜松森氏

石地本
　　　新

諜粂
76弱3980突

　　　　刀
仲迫坪越部
講谷表、落
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